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ゴートン政権期における核問題
― NPTへの署名保留決定過程を中心として ―

The Gorton Government and Nuclear Issues:
The Process of Suspending its Signing of 

the Nuclear Non-Proliferation Treaty

佐藤江鈴子＊

Eriko SATO＊

Abstract

　The Nuclear Non-Proliferation Treaty（NPT）was opened for signature in 1968, and 
Australia decided to sign the NPT in 1970. The aim of this paper is to investigate why 
Australia, under the Gorton Government, decided not to sign the NPT in 1968. This paper 
explores the discassions in the Defence Committee of the Gorton Government on Australia＇s 
capability and cost of developing nuclear weapons, the Australia-US relationship, and Inter-
national Atomic Energy Agency（IAEA）verification agreement. 
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１．はじめに

　オーストラリアは1970年 2 月27日に核不拡散条約（NPT）に署名した。しかし、1968年に、

NPTが署名開放された段階では、当時のゴートン（John Gorton）政権（1968年～ 1971年）は、

NPTへの署名を保留する決定を下していた。それでは、なぜゴートン政権は、1968年にそのような

決定を下したのだろうか。

　1968年にオーストラリアがNPTへの署名を保留する決定を下したことに関して、先行研究では、

主として核兵器製造を巡り、NPT署名反対派とNPT署名賛成派との意見対立が政権内に存在して

いたことが、一次資料を用いながら明らかにされている1）。実際、ゴートン政権は、核兵器製造を

検討していたと言われる政権であった。よって、ゴートン政権が、NPTへの署名を保留する決定

を下すまでの過程において、核兵器開発問題はその決定を左右する重要な問題の一つであったとは

考えられる。しかしながら、先行研究においては、NPTへの署名を保留する決定をゴートン政権

が下すまでの過程において、一部の議論のみを取り上げており、その決定過程の全体像、およびゴー

トン政権内でNPT署名反対派が勢力を有していたにもかかわらず、署名を保留するという決断に

至った要因については詳細に分析がされていない。

　よって、本稿では、一次資料を用い、ゴートン政権がNPT署名保留の決定を下すまでの政策過

程を検討することによって、同政権のNPT署名保留の決定に影響を与えた要因を分析する。

　以下では、まず、ゴートン政権が核兵器に関して、どのような見解を有していたかを検討する。

次に、そうした見解を背景としながら、実際に政権内でNPTへの対応についてどのような議論が

重ねられ、最終的にNPTへの署名保留の決定に至ったのかについて分析する。

２．ゴートン政権と核兵器問題

　オーストラリアが、NPT締約国となる場合、非核兵器国として条約に加盟することになる。し

かしながら、上述したように、当時のゴートン政権は、核兵器開発を検討していたと言われる政権

であった。以下、本節では、ゴートン政権が有していた核兵器に対する認識、とりわけ、核兵器開

発に関する認識について検討する。

　ゴートン政権期には、オーストラリアが独自に核兵器開発に着手すべきとする、核保有支持派が

存在していた。それは、ゴートン首相自身や自由・地方党の右派の議員、民主労働党、オーストラ

リア原子力委員会（AAEC）2）の一部、軍部の一部、国防関係で最大の圧力団体である退役軍人会
1） 例えば、Jacques E. C. Hymans, “Isotopes and Identity: Australia and the Nuclear Weapons Option, 1949-1999,＂ The Non-

proliferation Review, Vol.7, No.1, Spring 2000; Jim Walsh, “Surprise Down Under: The Secret History of Australia＇s Nu-
clear Ambitions,＂ The Nonproliferation Review, Vol.5, No.1, Fall 1997.その他にゴートン政権とNPT署名問題については、
以 下 を 参 照 し た。Richard Broinowski, Fact or Fission? : the Truth about Australia’s Nuclear Ambitions, Melbourne: 
Scribe Publications, 2003; Alice Cawte, Atomic Australia 1944-1990, Kensington, NSW: NSW University Press, 1992.

2） AAECは、1953年、原子力法に基づいて設置された。設置当初は、AAECは、委員長と 2 名の委員によって構成されていた
が、後にさらに 2 名の委員が追加された。AAECは、主に、①ウランの探索、採掘、処理、②原子力施設建設及び運転、原
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（RSL）などであった。特に、ゴートン自身の核兵器保有支持は、上院議員時代から指摘されてい

た3）。AAECでは、特に後に常任の委員長となったバクスター（Philip Baxter）が強く核兵器保有

を支持していたと言われている4）。

　このように政権内外でオーストラリアの核兵器保有論が噴出した背景には、当時の国際状況の不

安定さが影響していた。具体的には、次の 2 つの出来事を挙げることができる。第 1 は、中国の核

保有である。中国は、1964年に最初の核実験を成功させ、1967年には水爆実験を成功させた。共産

主義国である中国の核保有は、東南アジアへの波及、特にインドネシアの核保有へと繋がるのでは

ないかとの懸念を生んだ。第 2 は、米英のアジア戦略の転換である。イギリスは、1967年にスエズ

以東からの撤退声明を発表し、翌年の1968年 1 月には、1971年までに完全撤退することを発表した。

また、アメリカはベトナム戦争の泥沼化の中で、1968年に北爆の全面停止を発表し、ベトナム政策

を転換させた。オーストラリアが、アメリカの要請でベトナム戦争への関与を強めていた中での発

表であった。両国の戦略転換は、オーストラリアの防衛政策に多大な影響をもたらすものであっ

た5）。1963年から1966年にかけて、インドネシアは、マレーシアの創設に反対し、対決姿勢を強化

させた結果、両国間の紛争は戦闘の激化によって緊張が高まった。この戦闘に対して、マレーシア

は、同国に駐留していたイギリス軍と共に対応していた経緯があった。また、独立を果たしたシン

ガポールの防衛問題もあり、これまで地域の安定に寄与してきていたイギリスの撤退は、オースト

ラリアがこれまで取ってきた防衛政策への変更を突きつけるものであった。また、インドネシアへ

の懸念が払拭されていない状況で、インドネシアの脅威に対してアメリカの援助を保証しておくこ

とが必要な状況であったと言える。アジアにおける共産主義の脅威は高まる中で、同盟国である米

英の撤退は、同盟国の「核の傘」に対する不安をますます高める材料となった。

　それでは実際に、当時のオーストラリア政府にとっての脅威とは何であり、核兵器保有がその対

処にどう影響するかについて、政府がどのような認識をもっていたのかを次の 2 つの文書を手がか

りに検討したい。まずは、1968年 2 月22日に提出された国防省内の統合計画委員会（Joint Plan-

ning Committee）報告書である。当委員会は「オーストラリアの独自の核能力：戦略的検討（An 

Independent Australian Nuclear Capability- Strategic Consideration）」と題された報告書を提出

した6）。このテーマで委員会が検討するようにゴートンの前任者であったホルト（Harold Holt）

子力の形態転換、③研究及び人材育成を担当。AAECは、当初調達省の管轄下にあったが、その後国土開発省、1972年12月
以降は、鉱物・エネルギー省の管轄となった。Clarence Hardy, Enriching Experiences: Uranium Enrichment in Austra-
lia, 1963-1996, Peakhurst, NSW: Glen Haven, 1996, p.21; Ann Mozley Moyal, “The Australian Atomic Energy Commis-
sion: A Case Study in Australian Science and Government,＂ Search, Vol.6, No.9, September 1975, p.366を参照。

3）例えば、“On The Nuclear Threshold,＂ Current Affairs Bulletin, Vol.45, No.2, December 1969, p.24.
4） 例えば、バクスターの核兵器開発への関心を示す言動については、以下のような資料から窺い知ることができる。The Aus-

tralian, 20 March, 1968, p.3; Note from J. Plimsoll, Secretary, to the Minister, 21 March, 1968, Australian Archives
（以下AA）, Canberra, A1838/346, 680/10/2 PART3, para. 15.

5） 米英の戦略転換と東南アジアにおけるオーストラリアの安全保障問題については、以下を参考にした。J.L.Richardson, 
“Australian Strategic and Defence Policies,＂ in Gordon Greenwood and Norman Harper eds., Australia in World Affairs 
1966-1970, Melbourne: Cheshire, 1974.

6） Joint Planning Committee Report No.8/1968,“An Independent Australian Nuclear Capability-Strategic Considerations,＂ 
22 February, 1968, AA, A7942/1, N94.
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首相によって命じられたが、実際に報告書が提出されたのは、ゴートンに替わってからであった。

当該報告書によると、オーストラリアにとっての主要な脅威は、共産中国や北ベトナムによる支持

を得た継続的破壊活動と暴動や、東南アジア条約機構（SEATO）とマレーシア、シンガポールに

おける西側の軍事プレゼンスの撤退を要求する共産主義者の継続的圧力であるとされた7）。こうし

た脅威認識の下で、同報告書は、オーストラリアは中国の圧倒的な攻撃を抑止する核能力をアメリ

カに依存できるとして、オーストラリアが独自に核能力を獲得する必要はないと結論付けた8）。

　次に、1968年 8 月22日に国防大臣から内閣に提出され、閣議決定を受けた、国防委員会による

「オーストラリア国防政策の戦略的基礎1968年（The Strategic Basis of Australian Defence Policy 

1968）」9）である。この文書は 3 年ごとに作成され、オーストラリア防衛政策の基礎となる文書である。

同文書によると、1980年代ごろまで、オーストラリアは核攻撃のターゲットになる可能性は低く、

中国からの核の威嚇も予知されないし、インドネシアが独自の核兵器を保有する可能性も低いとし

た10）。よって、オーストラリアが、核兵器能力を開発するような必要性は現在のところ予知され

ないと結論付けた11）。しかし、同文書では、国際秩序の深刻な崩壊が進行した場合、オーストラ

リアが独自の核兵器保有を再考する可能性に鑑みて、今後 7 年から10年は、核兵器開発までの時間

を短縮するための研究開発等を行う自由を保持することが重要であると指摘した12）。さらに、こ

のような研究の自由に関する充足度が、NPT締約国になることについての検討の中で一つの要素と

なるはずであるとの見解も示された13）。つまり、核兵器の即時的必要性や脅威の可能性は低いと見

ているが、核オプションの放棄は防衛政策上の選択肢を狭めることになるという認識が示された。

　上記の 2 つの文書では、独自の核保有に消極的な姿勢を示していた。しかし、米英の同盟国から

の国防支援への懐疑が、当時の不安定な国際情勢の中で増幅されていた。特にアメリカのアジア戦

略の不透明さは、核の傘の信憑性への不信感を高めた。それによって、国防のために、核オプショ

ンの放棄への躊躇が政権全体を覆っていた中で、国内の核保有支持派の台頭やゴートンの首相就任

は、オーストラリアに核開発の可能性を模索させる道を選ばせる結果に繋がったと言えよう。

３．ゴートン政権によるNPTへの署名保留決定までの政策過程

　NPTに対するオーストラリア政府の姿勢について、ゴートン首相は国防大臣に命じ、国防委員

会14）で検討させた。最終的に、1968年 4 月29日、内閣は、国防委員会によって作成された提案書

7）Ibid., para. 11.
8）Ibid., para. 62.
9） Cabinet Submission No.306,“Strategic Basis of Australian Defence Policy 1968,＂ prepared by the Minister for Defence, 

22 August,1968, AA, A5619/1, C470PART2.
10）Ibid., paras. 227-228.
11）Ibid., para. 229.
12）Ibid.
13）Ibid.
14） 国防委員会の構成員は、以下の通りである。外務省次官（Secretary, Department of External Affairs）、内閣府次官（Secre-

tary, Department of the Cabinet Office）、大蔵省次官（Secretary to the Treasury）、総理府次官（Secretary, Prime Min-
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に基づき協議し、現段階でNPTに署名するか否かについては決定を下さず、後の段階で決定する

という結論に達した15）。以下では、政府のこの決定が下るまでの国防委員会の議論を検討し、署

名を保留するに至った要因を明らかにする。

　NPTに関する検討を任された国防委員会は、まず、この問題について委員会に参加する各省か

ら議論の参考にするための資料を作成させ提出させた。1968年 3 月 7 日、国防委員会は会合を開き、

これらの資料を検討した16）。この議論での焦点は、オーストラリアの核兵器製造能力とその生産

コスト、国際原子力機関（IAEA）保障措置協定（査察を含む）の内容、NPT署名問題の豪米関係

への影響であった17）。この 3 点は、以後の議論においても重要な焦点であった。NPTに対して懐

疑的な姿勢を取ったのは、AAEC、調達省18）、国土開発省19）であった。AAECは、その理由として、

核兵器製造にはNPT脱退後 5 年はかかるということと、当時まだ内容が明確にされていなかった

IAEA保障措置協定の内容への不安を挙げた。それは、原子力の平和利用がどの程度まで、厳格に

規制されるかを懸念していたためであった。国土開発省も同様に、IAEA保障措置協定の包括性へ

の危惧を述べ、査察がウラン採掘段階まで対象に含まれる可能性を懸念した。調達省は、核兵器製

造のためには相当の技術的発展が必要なため、NPTに署名すれば十分な情報を入手できないとの

見解を示した。一方で、NPTを支持したのは、外務省と大蔵省であった。両省は、核兵器製造能

力やコスト見積もりを批判した。更に、外務省は、NPT署名拒否がアメリカとの関係悪化に繋が

ると指摘した。また、以上の見解と比して、比較的中間的な見解を示したのは、総理府、国防省、

軍部であった。総理府は、IAEA査察官がスパイ行為を働くのではとの不信感を持ちつつも、豪米

関係の重要性に言及し、NPTに関してアメリカとの協議の必要性を強調した。国防省は、NPT署

名が科学研究開発を阻害すると指摘しながらも、条約署名自体は強硬に反対しなかった。

　結果、この会合では、各省から提出された文書を統合した文書を作成するため、AAEC、国防省、

外務省、大蔵省、調達省の代表によって構成される「上級レベル作業部会（Senior Level Working 

ister＇s Department）、参謀委員会議長（Chairman, Chief of Staff Committee）、空軍参謀総長（Chief of the Air Staff）、陸
軍参謀総長（Chief of the General Staff）、海軍参謀総長（Chief of the Naval Staff）、国防省次官（Secretary, Department 
of Defence）。国防省次官が国防委員会の議長を務める。この他に、AAEC委員長、貿易・産業省、国土開発省、調達省の
次官も正式なメンバーではなかったが、議論に参加していた。

15）Cabinet Minute, Canberra, Decision No.165 with Submission No.69, AA, A5872/1, 119.
16） Draft Minute by the Defence Committee at a meeting held on Thursday, 7 March, 1968, AA, A7942/1, N94.当該委員会で

検討された文書は以下の通りである。  
Supplement No.1: Paper by the Department of Supply for consideration by Defence Committee in Conjunction with 
Agendum No.6/1968, 5 March, 1968; Supplement No.2: a Department of Defence paper outlining the Australian Govern-
ment＇s publicly stated attitudes to non-proliferation nuclear weapons, 5 March, 1968; Supplement No.3: Paper prepared 
by the Department of Defence for consideration by Defence Committee in Conjunction with Agendum No.6/1968, 6 
March,1968; Supplement No.4: Reports by the Australian Atomic Energy Commission, together with Agendum 
No.6/1968, for  consideration by Defence Committee; Supplement No.5: Paper by the Department of External Affairs, to 
be considered by Defence Committee together with Agendum No.6/1968, 6 March, 1968: Joint Planning Committee Re-
port No.8/1968, “An Independent Australian Nuclear Capability-Strategic Considerations,＂ 22 February, 1968.

17） 1968年 3 月 7 日の国防委員会の議論については、特に注を付さない限り以下の文書を参考としている。Note by Plimsoll, 
Secretary, Department of External Affairs, undated, AA, A1838/346, 680/10/2 PART2.

18） 調達省は、主に軍の装備調達、軍需品の供給を担当。しかし、様々な活動を行い、時期によってもその任務は変化し、鉱物
資源に関する問題についても担当していた時期があった。

19） 国土開発省は、国家エネルギー計画及び調査研究、鉱物探索及び資源調査、水資源及び電力問題、測地及び地図の作成など
を担当。
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Group）」の設置が決定された20）。 3 月18日、この作業部会は国防委員会に対して、報告書を提出

した21）。当報告書では、アメリカの態度に対する危惧がこれまで以上に言及されており、核兵器

製造問題についても詳細に検討された。外的支援または供与のあるなしにかかわらず、 7 年から10

年で核兵器を生産するだけの資源と知識がオーストラリアにはあることが明記された22）。この点

について、AAECと調達省によって作成されたより具体的な試算内容が、「付録Ｂ」として、添付

された。まず、年間30発の原爆を製造可能な兵器級プルトニウムを製造する計画では、 1 億4400万

豪ドルの費用がかかり、 7 年から10年以内で製造可能とされた。また、少なくとも年間10発の水爆

製造のためのウラン235を生産可能なウラン濃縮計画では、 1 億8400万豪ドルの費用がかかり、原

爆と同様、 7 年から10年以内での製造が可能との試算が提示された。

　当該作業部会は、NPT署名に関してオーストラリアが取ることができる 3 つの選択肢を示し

た23）。第１は、留保なしで署名する。第 2 は、署名を拒否する。第 3 は、修正点などの条件を付

した上で、効果的な条約に署名したいという意思を示すことである。作業部会は、最終的に現段階

では、第 3 の方策を取ることが適切であるとの結論を下した。条約の詳細な点まで明確になってい

ない段階で、留保なしでの署名は拙速とされ、また、署名拒否は、条約妥結に熱心なアメリカとの

関係悪化に繋がるとの判断から、第 3 の方策を選択するに至った。

　 3 月21日に、作業部会によって作成された報告書が国防委員会の場で検討された24）。この会合

でも上述の 3 点が議論の焦点となったが、特にオーストラリアの核兵器製造能力とコスト、NPT

署名拒否の豪米関係への影響に関して、議論は紛糾した。核兵器製造能力とコストに関して、

AAEC代表は、明確に核オプション維持を支持し、更に核兵器開発コストは莫大にはならないと主

張したが、外務省は核兵器開発自体に反対を唱え、大蔵省と軍部はこの試算があまりにも楽観的す

ぎると批判した。軍部は、核兵器製造に関して、慎重な立場を取っていた25）。また、NPT署名拒

否が米豪関係にもたらす影響について、国防省と外務省は対立した。即時のNPT署名は控えるべ

きと考えていた国防省は、関係悪化に繋がらないし、現在までアメリカの対応が悪化するという情

報をワシントンから得ていないことを主張した。さらに、アメリカへの過度の依存に強く反対を唱

えた。これに対し、NPT署名を支持する外務省は、関係悪化に繋がると反論した。このように、

NPT署名論議は、豪米関係の行方に多大な影響を受けていた。

　この報告書に基づいて、 3 月26日に閣議が開催されたが、明確な決定は下されず、 4 月 9 日の閣

20）Draft Minute by the Defence Committee at a meeting held on Thursday, 7 March,1968, AA, A7942/1, N94.
21） Report by Defence Committee, “Non-Proliferation Treaty,＂ Agendum No.9/1968, 18 March, 1968, AA, A1838/346, 

680/10/2 PART2,
22）Ibid., para. 38.
23）Ibid., para. 82.
24） Note from J. Plimsoll, Secretary, to the Minister, 21 March, 1968, AA, A1838/346, 680/10/2 PART3. 1968年 3 月21日の国

防委員会の議論については、特に注を付さない限り当該文書を参考としている。
25） 国防委員会に出席していたプリムソル（James Plimsoll）は、後に軍部が、この時に核開発に反対した理由について、次の

ように述べたことがあった。核兵器開発に着手すれば、軍部は、政府が、核戦力と通常戦力の両方に十分な予算を割り当て
ることは不可能であり、核兵器獲得により、蓋然性の高い通常戦力による戦闘能力を十分に保持することが、結果的に出来
なくなると危惧していたのであった。Letter from J. Plimsoll, Ambassador, Embassy of Australia, Washington, to the Sec-
retary, Department of Foreign Affairs, AA, A1838, 625/14/13 PART1.
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議まで決定は先延ばしにされた26）。 4 月 9 日の閣議では、ラスク（David Dean Rusk）米国務長

官との協議内容が伝えられた27）。それによると、アメリカ側は、条約成立を重要視しているが、

最終的に態度を決定するのはオーストラリア自身の全体的な評価に基づくものではなくてはなら

ないとした。閣議では、最終的な立場を決定するために「省間委員会（Inter-departmental Com-

mittee）」の設置が決定された28）。

　省間委員会が作成した提案書は、内閣に 4 月26日に提出された29）。提案書は、現段階で、内閣

が態度を決定しておくべき問題は、翌月開催される国連総会におけるオーストラリア代表団の

NPTに対する姿勢であって、内閣がNPTに署名するか否かの問題ではないと、指摘した30）。その

上で、提案書は、代表団が原則的に効果的な条約に対して、オーストラリアが全面的に支持を表明

するよう、勧告した31）。また、提案書には、オーストラリアの核兵器製造能力に関する記述も含

まれていた。それは、オーストラリアが、NPT締約国になった場合であっても、約 3 年で核兵器

製造を可能にする能力を獲得できるという内容であった32）。この提案書に基づいて、 4 月29日、

現段階でNPT署名について、内閣としての態度を決しないことが閣議決定された33）。同時に、国

連総会におけるオーストラリア代表団の姿勢については、条約の反対派であると見られないように

すること、しかし、同国が条約を無批判的に受諾する用意があるとの印象に繋がる提案には注意す

べきことも決定された。

　1968年 5 月17日、ショー（Patrick Shaw）豪国連大使は、国連総会第一委員会において、 4 月

29日の閣議決定を受け、NPT草案に対する自国の立場を説明した。ショーは、核兵器の拡散を防

止するために効果的な措置を取ることや、そうした措置としてNPTが妥結されることについての

オーストラリアの支持を表明した34）。しかし、未だに多数の国が条約草案の内容に対して不安を

感じているため、条約の普遍性、非核兵器国の安全保障問題、原子力の平和利用及び平和目的の核

爆発に関する問題では留意すべき点があるとも指摘した。

４．署名保留決定の要因分析

　ゴートン政権がNPT署名の保留を決定するまでの議論を通じ、核兵器開発問題は、政権内の意

見対立の焦点の一つであった。そうした状況は、IAEA保障措置協定および査察内容が1968年当時

26）Cabinet Minute, Canberra, Decision No.95 with Submission No.25, 26 March, 1968, AA, A1838/346, 680/10/2 PART3.
27）Cabinet Minute, Canberra, Decision No.119 with Submission No.25 and 47, 9 April, 1968, AA, A5872/1, 119.
28） 当初のメンバーに加えて、AAEC委員長、貿易・産業省、国土開発省、調達省の次官が加わった。しかし、彼らは、前述し

たように、当該問題に関する国防委員会の議論に、この決定以前から参加しており、この決定によって正式なメンバーとなっ
た。

29） Cabinet Submission No.69, “Non-Proliferation Treaty,＂ prepared by Ministers for External Affairs and Defence, 26 April, 
1968, AA, A5868/2, 69.

30）Ibid., para. 2.
31）Ibid., para. 3.
32）Ibid., para. 18.
33）Cabinet Minute, Canberra, Decision No.165 with Submission No.69, 29 April, 1968, AA, A5872/1, 119.
34）Current Notes on International Affairs, Vol.39 No.5, May 1968, p.207.
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はまだ十分に明らかにされていなかったことも手伝い、それらが原子力の平和利用（ウラン採掘な

どを含む）・軍事利用にどの程度影響するのかについての危惧を生み、その結果、条約への態度決

定を保留する選択を取ったと言えよう。この決定をゴートン政権が下すのを可能にした背景とし

て、核兵器製造の緊急性の欠如とアメリカからの圧力の緩さを指摘できる。前者については、上述

した 2 つの防衛政策に関する文書において緊急的な核兵器開発の必要性は否定されていたことか

らも、窺うことができる。但し、核オプションの維持は、譲ることができない問題であったことに

留意する必要がある。また、後者に関して言えば、 3 月に開催された国防委員会および作業部会で

は、NPT署名拒否が豪米関係に及ぼす影響が議論の焦点として挙げられていた事が指摘できる。

しかし、 4 月の国防委員会会合や閣議では、この議題について集中的に審議されてはいない。つま

り、ラスク長官との協議後、オーストラリアはNPTに対する態度決定で、以前よりも余裕を持っ

て望むことができるようになったと見ることができる。加えて、ラスクの訪豪後、条約内容の議論

のため、派遣された国務省高官らは、国連総会でのNPT成立を最重要視し、その協力をオースト

ラリアに要請していた35）。つまり、政府は、即時署名の決断までは、要求されていないと認識す

ることができた。よって、オーストラリアはNPTに署名するか否かの決定を回避し、国連総会で

NPTに対する原則的支持を与えるにとどまるという道が選択可能になったと考えることができる。

５．おわりに

　本稿は、ゴートン政権が1968年のNPT署名開放後、どのような議論を行い、その結果として、

1968年の段階では、署名を留保しておくとの決定に至ったのかについて検討した。

　ゴートン政権内では、NPT署名を検討する上で、核兵器製造問題、IAEA保障措置協定の内容、

豪米関係への影響の 3 点が対立軸となり、議論が紛糾した。政権内では、核兵器製造を支持する

NPT署名反対派が、NPT署名賛成派よりも優勢ではあったが、NPTに署名するか否かについて、

意見をとりまとめることができず、結局NPT署名を保留するという結論に達した。そして、この

ような結論をゴートン政権が出すことを可能にした背景として、本稿では、当該政権にとって、こ

の時点において核兵器製造が緊急課題にはなっていなかったことと、NPT署名に対するアメリカ

からの圧力が緩かったことを指摘した。

　つまり、ゴートン政権内において、核兵器製造支持派はNPT署名に反対であったが、1968年の

段階では、NPTへの明確な反対を公表することがオーストラリアにとって利益とはならないとい

う考慮が働いたためであったと考えることができよう。

　その後、ゴートン政権は、これまでの態度を変更し、1970年 2 月27日、NPT発効直前に、NPT

への署名を行った。なぜゴートン政権が、このようにNPT署名の決断を下すに至ったのかについ

ては、紙幅の都合上、次の課題とし、別稿に譲ることとする。
35） Cabinet Submission No.69, “Non-Proliferation Treaty,＂ prepared by Ministers for External Affairs and Defence, 26 April, 

1968, AA, A5868/2, 69.




